
令和２年第２回定例市議会議案 

岸 和 田 市 



議 案 番 号 件 名 備考・頁

報 告第 ３号 専決処分の報告について Ｐ. 1 

報 告第 ４号 令和元年度岸和田市継続費繰越計算書の報告について Ｐ. 7 

報 告第 ５号 令和元年度岸和田市繰越明許費繰越計算書の報告について Ｐ.11 

報 告第 ６号
令和元年度岸和田市上水道事業会計予算繰越計算書の報告
について

Ｐ.15 

報 告第 ７号
令和元年度岸和田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報
告について

Ｐ.19 

報 告第 ８号
令和元年度岸和田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告
について

Ｐ.23 

報 告第 ９号
一般財団法人岸和田市公園緑化協会の経営状況の報告につ
いて

Ｐ.27 

議 案 第 50 号
専決処分の承認を求めるについて
（令和２年度岸和田市一般会計補正予算(第４号)）

Ｐ.39 

議 案 第 51 号
専決処分の承認を求めるについて
（令和２年度岸和田市上水道事業会計補正予算(第１号)）

Ｐ.61 

議 案 第 52 号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について Ｐ.77 

議 案 第 53 号 職員の退職手当に関する条例の一部改正について Ｐ.81 

議 案 第 54 号 岸和田市市税条例の一部改正について Ｐ.85 

議 案 第 55 号 岸和田市ふるさと寄附条例の一部改正について Ｐ.93 

議 案 第 56 号
岸和田市国民健康保険条例及び岸和田市後期高齢者医療に関
する条例の一部改正について

Ｐ.97 

令和２年第２回定例市議会議案



議 案 番 号 件              名 備考・頁

議 案 第 57 号 岸和田市介護保険条例の一部改正について Ｐ.101

議 案 第 58 号 岸和田市営自転車等駐車場条例の一部改正について Ｐ.105

議 案 第 59 号 令和２年度岸和田市一般会計補正予算（第５号） Ｐ.109

議 案 第 60 号
令和２年度岸和田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）

Ｐ.113

議 案 第 61 号 令和２年度岸和田市介護保険事業特別会計補正予算(第１号) Ｐ.117

議 案 第 62 号 令和２年度岸和田市病院事業会計補正予算（第１号） Ｐ.121

議 案 第 63 号 大阪広域水道企業団規約の一部変更に関する協議について Ｐ.123

議 案 第 64 号
財産取得について
（高機能消防指令センターシステム）

Ｐ.127

議 案 第 65 号 町の区域の変更について Ｐ.129

議 案 第 66 号 町の区域の変更及び町の新設について Ｐ.133

議 案 第 67 号 町の区域の変更について Ｐ.137

議 案 第 68 号 町の区域の変更及び町の新設について Ｐ.141

議 案 第 69 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 別途送付

議 案 第 70 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 71 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃



議 案 番 号 件 名 備考・頁

議 案 第 72 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 別途送付

議 案 第 73 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 74 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 75 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 76 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 77 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 78 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 79 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 80 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 81 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 82 号 農業委員会の委員任命につき同意を求めるについて 〃

議 案 第 83 号 人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めるについて 〃



報告第３号 

専決処分の報告について 

地方自治法第180条第１項の規定により別紙のとおり専決処分した

から、同条第２項の規定により本議会に報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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専決処分第10号 

岸和田市手数料条例の一部改正について 

岸和田市手数料条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年５月26日処分 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市手数料条例の一部を改正する条例 

岸和田市手数料条例（平成12年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

第２条第61号中「第38条の４第23項」を「第38条の４第24項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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報告第４号 

令和元年度岸和田市継続費 

繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第145条第１項の規定により継続費の逓次繰越し

を行ったので、同項の規定に基づき次のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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令和元年度岸和田市　

円 円 円 円

08 08

土 木 費 住 宅 費 1,310,500,000 524,200,000 71,370,000 595,570,000

1,310,500,000 524,200,000 71,370,000 595,570,000

円 円 円 円

01 02

自転車競技費 開 催 費 3,476,000,000 1,291,840,000 1,291,840,000

3,476,000,000 1,291,840,000 0 1,291,840,000

令和元年度継続費予算現額

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計
事 業 名

継 続 費
の 総 額

款 項

施設整備事業

合 計

市 営 住 宅
整 備 事 業

合 計

継 続 費
の 総 額

令和元年度継続費予算現額

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計
款 項 事 業 名
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（一般会計）

国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円 円

350,880,000 244,690,000 244,690,000 90,000 244,600,000

350,880,000 244,690,000 244,690,000 90,000 0 0 244,600,000 0

（自転車競技事業特別会計）

国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円 円

574,361,100 717,478,900 717,478,900 706,300,000 11,178,900

574,361,100 717,478,900 717,478,900 0 0 0 706,300,000 11,178,900

支出額及び
支出見込額

残　　額
翌　年　度
逓次繰越額

左　の　財　源　内　訳

繰越金
特　定　財　源

特　定　財　源
翌　年　度
逓次繰越額

左　の　財　源　内　訳

繰越金

支出額及び
支出見込額

残　　額

　継続費繰越計算書
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報告第５号 

令和元年度岸和田市繰越明許費 

繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第146条第１項の規定により繰越しを行ったので、

同条第２項の規定に基づき次のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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02 03 円

総 務 費 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

23,123,000

04 05
衛 生 費 上 水 道 費 1,600,000

06 01
農 林 水 産 業 費 農 業 費 88,100,000

08 02
土 木 費 道路橋りょう費 26,000,000

07
都 市 計 画 費 97,647,000

58,250,000

74,855,000

672,000

10 01
教 育 費 教 育 総 務 費 650,000,000

02
小 学 校 費 480,000,000

03
中 学 校 費 33,000,000

1,533,247,000

01 01 円

総 務 費 総 務 管 理 費 4,214,000

4,214,000

金　　額款 項

国民健康保険システム運用事業

合 計

市街地形成事業

学校ＩＣＴ環境整備事業

小学校大規模改造事業

事 業 名

上水道事業会計繰出事業

丘陵地区農整備事業

下水道事業会計繰出事業

ＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化事業

丘陵地区整備事業

道路維持事業

個人番号カード等管理事業

合 計

款 項 事 業 名 金　　額

令和元年度岸和田市　

中学校大規模改造事業
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国庫支出金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

16,168,000 16,168,000 0

1,600,000 1,600,000 0

81,252,000 17,300,000 13,166,000 50,786,000

26,000,000 8,000,000 18,000,000 0

97,646,932 48,214,000 40,800,000 8,632,932

58,250,000 52,400,000 5,850,000

74,854,700 40,524,000 29,800,000 4,530,700

672,000 672,000

650,000,000 207,191,000 319,100,000 123,709,000

480,000,000 160,000,000 318,500,000 1,500,000

33,000,000 11,000,000 21,600,000 400,000

1,519,443,632 0 491,097,000 0 819,100,000 13,166,000 196,080,632

（国民健康保険事業特別会計）

国庫支出金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

4,214,000 4,214,000 0

4,214,000 0 4,214,000 0 0 0 0

翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源
一 般 財 源

翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

　繰越明許費繰越計算書

既 収 入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源
一 般 財 源

（一般会計）
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報告第６号 

令和元年度岸和田市上水道事業会計 

予算繰越計算書の報告について 

地方公営企業法第26条第１項の規定により建設改良費の繰越しを行っ

たので、同条第３項の規定に基づき次のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

円 円

１ １

資本的支出 建設改良費 大町配水管布設替工事 32,000,000 11,660,000

南上町配水管布設替工事（その２） 15,000,000 4,640,000

3,434,000

50,434,000 16,300,000合 計

南上町配水管布設替工事（その２）
に伴うガス供給施設移設補償

令和元年度岸和田市上水道　

款 項 事 業 名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額
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　事業会計予算繰越計算書

円 円 円 円 円 円

20,340,000 17,900,000 1,000,000 1,440,000 0

10,360,000 8,700,000 500,000 1,160,000 0

3,434,000 3,300,000 100,000 34,000 0

34,134,000 29,900,000 1,600,000 2,634,000 0 0

関係機関との協議・
調整に日数を要した
ため

関係機関との協議・
調整に日数を要した
ため

関係機関との協議・
調整に日数を要した
ため

翌　年　度
繰　越　額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

企 業 債
一般会計負担
金・出資金

損 益 勘 定
留 保 資 金
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報告第７号 

令和元年度岸和田市下水道事業会計 

継続費繰越計算書の報告について 

地方公営企業法施行令第18条の２第１項の規定により継続費の逓次繰

越しを行ったので、同項の規定に基づき次のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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円 円 円 円

 １  １

資本的支出 建設改良費 125,000,000 50,000,000 50,000,000

125,000,000 50,000,000 0 50,000,000

継 続 費
の 総 額

令和元年度継続費予算現額

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計

合 計

大北下水ポン
プ場３号原動
機他更新事業

令和元年度岸和田市下水道　

款 項 事 業 名

― 20 ―



円 円 円 円 円 円 円 円

49,456,000 544,000 544,000 544,000

49,456,000 544,000 544,000 0 0 0 544,000 0

支 払 義 務
発生（見込）
額 国 庫

補 助 金
出資金

翌年度逓次繰越額に
係 る 財 源 内 訳

翌年度逓次繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

損益勘定
留保資金

翌　年　度
逓次繰越額

企 業 債

残　　額

　事業会計継続費繰越計算書
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報告第８号 

令和元年度岸和田市下水道事業会計 

予算繰越計算書の報告について 

地方公営企業法第26条第１項の規定により建設改良費の繰越しを行っ

たので、同条第３項の規定に基づき次のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

円 円

１ １

資本的支出 建設改良費 磯ノ上下水処理場送風機他更新工事 112,000,000

下水汚泥処理施設建設委託事業 1,115,000 1,026,699

113,115,000 1,026,699

款 項 事 業 名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

令和元年度岸和田市下水道　

合 計
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　事業会計予算繰越計算書

円 円 円 円 円 円 円

112,000,000 52,500,000 53,800,000 672,000 5,028,000 0

88,301 88,301 0

112,088,301 52,500,000 53,800,000 672,000 5,116,301 0 0

損益勘定
留保資金

翌　年　度
繰　越　額

出 資 金

大阪府が実施する建
設事業が、翌年度へ
繰越となったため

企 業 債

関係機関との協議・
調整に日数を要した
ため

左 の 財 源 内 訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

国 庫
補 助 金
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報告第９号 

一般財団法人岸和田市公園緑化協会の 

経営状況の報告について 

地方自治法第243条の３第２項の規定により、一般財団法人岸和田市公

園緑化協会の経営状況を別紙のとおり報告する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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令和元年度 一般財団法人岸和田市公園緑化協会 

事 業 報 告 書 

事 業 概 要 

<実施事業> 

『緑化等事業』では、「みどりのリサイクル」として樹木剪定枝葉でチップの製作を行い、植栽

地等の堆肥や雑草抑制のために敷均するとともに、土壌改良材として保育所や小・中学校の花壇用

に配布したり、市民フェスティバル等で市民にも配布しました。落葉についてもリサイクルして市

民に配布し、緑化推進に取り組みました。また、「緑化講習会等」としては、中央公園にて年６回、

浜工業公園にて年５回の講習会（菊苗木の植え方・松竹梅の寄せ植え等)を開催し、広く市民に緑

と花への親しみの場を提供するとともに、花の種や緑化パンフレットを配布しました。 

 『公園施設等整備事業』では、公園施設（プール等スポーツ施設を含む）等の改修・修繕及び緊

急を要する市内各公園の整備を適宜行いました。 

『ゲートボール場「すぱーく岸和田」運営事業』においては、利用者の健康・体力づくりを図る

とともに、利用率を上げるため、ゲートボール以外の利用促進等、効果的な管理運営に努めました。 

<その他事業> 

『指定管理事業』では、「中央公園指定管理事業」「都市公園等指定管理事業」として市内公園・

児童遊園・ちびっこ広場・緑地等の除草・清掃、ごみ収集、花壇の植栽・管理、樹木剪定等を行う

とともに、公園施設等を定期的に巡回し、遊具などの点検・補修等を行い「街と人」・「人と緑」の

調和のとれた快適な都市機能が発揮できるよう維持管理に努めました。また、中央公園・浜工業公

園の有料施設（プール､テニスコート、スポーツ広場、球技広場、管理棟）及び南公園小体育館の

効果的な運営管理を行いました。 

「総合体育館指定管理事業」では、大規模施設として快適な環境を提供し、利用者の安全を守る

ため、日常の保守点検には万全を尽くしました。 

主な行事としては、岸和田市民大会をはじめ、各種目の全国大会予選大会、全日本フットサル選

手権等の大規模な競技会と、観るスポーツとして、Ｆリーグ公式戦（フットサル）、Ｖリーグ公式

戦（バレーボール）が開催され、多くの入場者を迎えることができました。また、市民体育大会、

社会人クラブチームの各種大会、室内運動会や障害者のスポーツイベント、スポーツ以外の市が主

催する成人式等にも幅広く利用されました。その他、一般スポーツ団体の競技会や練習での利用等

にも、有効かつ公平に利用していただけるよう施設運営に努めました。さらに、腰・肩凝りストレ

ッチ、サーキットトレーニング等、利用者の体力向上・健康保持増進のため、トレーニングルーム

の運営を行いました。 

「市民体育館指定管理事業」では、小規模屋内スポーツ施設として、市民のスポーツを楽しむ機

会を増やし、楽しく健康で生きがいのある暮らしをサポートすることに努めました。 

また、「運動広場等指定管理事業」では、屋外スポーツ施設として、市民のスポーツを楽しむ機
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会を増やし、楽しく健康で生きがいのある暮らしをサポートすることに努めました。 

「駐車場指定管理事業」では、中央公園・総合体育館の利用者が安全・快適に利用できるよう適

切な管理運営に努めました。 

「指定管理関連事業（紅葉館）」では、国登録文化財旧岸和田村尋常小学校舎の管理を行いまし

た。 

「売店等運営事業」では、プール利用者の利便性の向上、衛生面に十分気をつけた運営を行いま

した。 

「スポーツ振興事業」では、テニス女子ダブルス大会を２回、平日を利用して開催しました。フ

ィットネス教室として、からだ改善教室・リラックスヨガ教室の２種目を臨海会館で、中高齢者を

対象にした 1 種目をゲートボール場で開催しました。また、総合体育館においてスポーツ教室を行

い、生涯スポーツの振興に寄与するとともに、それぞれの施設の有効利用を図りました。 
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平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで

科 目 予算額 決算額 増減

円 円 円

Ⅰ 一般正味財産増減の部

    １ 経常増減の部

(１) 経常収益

①事業収益 (7,460,000) (9,836,750) (△2,376,750)

緑化等事業収益 5,560,000 8,074,000 △2,514,000

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場運営事業収益 1,900,000 1,762,750 137,250

②受取寄付金 (0) (0) (0) 

寄付金収益 0 0 0

③雑収益 (0) (0) (0) 

雑収益 0 0 0

経常収益計 7,460,000 9,836,750 △2,376,750

(２) 経常費用

①事業費

緑化等事業費 12,227,000 12,677,290 △450,290

公園施設等整備事業費 6,808,000 300,240 6,507,760

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場運営事業費 7,340,000 6,239,163 1,100,837

事業費計 26,375,000 19,216,693 7,158,307

経常費用計 26,375,000 19,216,693 7,158,307

当期経常増減額 △18,915,000 △9,379,943 △9,535,057

    ２ 経常外増減の部

(１) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(２) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △18,915,000 △9,379,943 △9,535,057

当期一般正味財産増減額 △18,915,000 △9,379,943 △9,535,057

一般正味財産期首残高 58,561,217 58,561,217 0

一般正味財産期末残高 39,646,217 49,181,274 △9,535,057

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 39,646,217 49,181,274 △9,535,057

令和元年度　正味財産増減計算書　予算実績対比表

実施事業会計
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科 目 予算額 決算額 増減

円 円 円

Ⅰ 一般正味財産増減の部
    １ 経常増減の部

(１) 経常収益
①事業収益 (360,748,000) (371,950,532) (△11,202,532)

都市公園等指定管理事業収益 122,575,000 122,451,400 123,600

中央公園指定管理事業収益 53,504,000 51,062,960 2,441,040

総合体育館指定管理事業収益 77,386,000 84,707,408 △7,321,408

市民体育館指定管理事業収益 19,342,000 21,219,250 △1,877,250

運動広場等指定管理事業収益 36,258,000 35,684,550 573,450

駐車場指定管理事業収益 39,800,000 46,465,000 △6,665,000

指定管理関連事業収益(紅葉館) 518,000 523,200 △5,200

売店等運営事業収益 8,500,000 6,739,004 1,760,996

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業収益 2,865,000 3,097,760 △232,760

②雑収益 (0) (0) (0)

雑収益 0 0 0

経常収益計 360,748,000 371,950,532 △11,202,532

(２) 経常費用
①事業費

都市公園等指定管理事業費 122,575,000 118,949,632 3,625,368

中央公園指定管理事業費 53,504,000 49,179,175 4,324,825

総合体育館指定管理事業費 77,386,000 76,062,924 1,323,076

市民体育館指定管理事業費 19,342,000 16,933,152 2,408,848

運動広場等指定管理事業費 36,258,000 35,476,673 781,327

駐車場指定管理事業費 39,800,000 39,800,666 △666

指定管理関連事業費(紅葉館) 518,000 522,750 △4,750

売店等運営事業費 8,406,000 7,306,938 1,099,062

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業費 2,265,000 2,726,655 △461,655

事業費計 360,054,000 346,958,565 13,095,435

経常費用計 360,054,000 346,958,565 13,095,435

評価損益等調整前当期経常増減額 694,000 24,991,967 △24,297,967

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 694,000 24,991,967 △24,297,967

    ２ 経常外増減の部
(１) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(２) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 △12,000,000 12,000,000

税引前当期一般正味財産増減額 694,000 12,991,967 △12,297,967

当期一般正味財産増減額 694,000 12,991,967 △12,297,967

一般正味財産期首残高 96,522,093 96,522,093 0

一般正味財産期末残高 97,216,093 109,514,060 △12,297,967

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 97,216,093 109,514,060 △12,297,967

令和元年度　正味財産増減計算書　予算実績対比表

その他事業会計

平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで
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科 目 予算額 決算額 増減

円 円 円

Ⅰ 一般正味財産増減の部

    １ 経常増減の部

(１) 経常収益

受取利息 2,000 4,545 △2,545

雑収益 337,000 2,371,031 △2,034,031

経常収益計 339,000 2,375,576 △2,036,576

(２) 経常費用

①管理費 15,698,000 15,156,385 541,615

給与費 10,916,000 12,478,809 △1,562,809

諸経費 4,782,000 2,677,576 2,104,424

管理費計 15,698,000 15,156,385 541,615

経常費用計 15,698,000 15,156,385 541,615

当期経常増減額 △15,359,000 △12,780,809 △2,578,191

    ２ 経常外増減の部

(１) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(２) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 12,000,000 △12,000,000

税引前当期一般正味財産増減額 △15,359,000 △780,809 △14,578,191

当期一般正味財産増減額 △15,359,000 △780,809 △14,578,191

一般正味財産期首残高 9,133,045 9,133,045 0

一般正味財産期末残高 △6,225,955 8,352,236 △14,578,191

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 △6,225,955 8,352,236 △14,578,191

令和元年度　正味財産増減計算書　予算実績対比表

法人会計

平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで
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（令和２年３月31日現在）

科 目 当年度 前年度 増減

円 円 円

Ⅰ　資　産　の　部
 １　流　動　資　産

(１) 現　金　・　預　金 106,746,041 105,315,699 1,430,342

現金預金合計 106,746,041 105,315,699 1,430,342

(２) その他流動資産
未　収　入　金 25,379,559 16,196,980 9,182,579

立 　  替 　  金 1,965,719 416,624 1,549,095

仮 　  払 　  金 881,613 640,960 240,653

その他流動資産合計 28,226,891 17,254,564 10,972,327

流動資産合計 134,972,932 122,570,263 12,402,669

 ２　固　定　資　産
(１)基　本　財　産

定　期　預　金　(基) 10,000,000 10,000,000 0

基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0

(２) 特　定　資　産
定　期　預　金　(特) 4,000,000 4,000,000 0

特 定 資 産 合 計 4,000,000 4,000,000 0

299,547,690 299,547,690 0

927,050 927,050 0

5,472,400 5,472,400 0

523,580 523,580 0

△253,073,671 △248,806,029 △4,267,642

(３) そ の 他 固 定 資
建　　　　   　物

 両車  運 搬 具
什　器　備　品
ソ フ ト ウ ェ ア
減 価 償 却 累 計 額
実 施 事 業 等 合 計 40,000,000 30,000,000 10,000,000

そ の 他 固 定 資 産 合 計 93,397,049 87,664,691 5,732,358

         固  定  資  産  合  計 107,397,049 101,664,691 5,732,358

         資　産　合　計 242,369,981 224,234,954 18,135,027

Ⅱ　負　債　の　部
 １　流　動　負　債

未　　払　　金 28,352,784 26,064,329 2,288,455

預　　り　　金 2,666,909 2,801,369 △134,460

仮　　受　　金 3,282,718 132,901 3,149,817

         流 動 負 債 合 計 34,302,411 28,998,599 5,303,812

 ２   固　定　負　債　
そ の 他 合 計 40,000,000 30,000,000 10,000,000

預 り 保 証 金 1,020,000 1,020,000 0

固 定 負 債 合 計 41,020,000 31,020,000 10,000,000

負　債　合　計 75,322,411 60,018,599 15,303,812

Ⅲ　正 味 財 産 の 部
  １  指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

  ２  一般正味財産 167,047,570 164,216,355 2,831,215

（内基本財産への充当額） (10,000,000) (10,000,000) (0) 

（内特定資産への充当額） (4,000,000) (4,000,000) (0) 

正味財産合計 167,047,570 164,216,355 2,831,215

  負債及び正味財産合計 242,369,981 224,234,954 18,135,027

令令和元年度　貸借対照表
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令和２年度 事業計画書 

＜実施事業計画＞ 

１ 緑化等事業 

（１）みどりのリサイクル事業 

（２）花いっぱい推進事業 

（３）パンフレットの作成・配布 

（４）清掃活動・街頭における緑化啓発 

（５）緑化等講習会（中央公園年７回、浜工業公園年５回開催予定） 

（６）フラワースクール講習会（年２回開催予定） 

（７）市民フェスティバル参加 

（８）緑の募金活動 

（９）コンクール表彰（｢まちを美しくする市民運動推進協議会｣緑化推進部会におけ 

る表彰） 

２ 公園施設等整備事業 

各公園・児童遊園及び施設（スポーツ施設を含む）の整備事業の推進 

３ ゲートボール場「すぱーく岸和田」運営事業 

生涯スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、利用者の健康体力の増進に寄与 

＜その他事業計画＞ 

１ 指定管理事業 

（１）中央公園指定管理事業

① 園内の維持管理

② 園内「有料施設」の管理運営

（２）都市公園・児童遊園等指定管理事業

① 園内の維持管理

② 園内「有料施設」の管理運営

（３）駐車場運営指定管理事業

（４）総合体育館指定管理事業

① 施設の維持管理と運営

② トレーニングルームの運営

（５）市民体育館指定管理事業

① 施設の維持管理と運営

（６）運動広場等指定管理事業

① 施設の維持管理と運営

（７）指定管理関連事業

① 紅葉館の管理

２ 売店等運営事業

３ スポーツ振興事業 

（１）スポーツ大会の企画・実施（総合体育館、中央公園、浜工業公園）

（２）スポーツ教室の開催・運営

（３）集客イベント等の実施

（４）地域活性化事業の実施
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予　算　額 前年度予算額 増　減　額 備 考

千円 千円 千円

7,161 7,460 △ 299

5,561 5,560 1

1,600 1,900 △ 300

0 0 0

0 0 0

7,161 7,460 △ 299

26,388 26,375 13

12,530 12,227 303

6,808 6,808 0

3,575 3,356 219

3,475 3,984 △ 509

26,388 26,375 13

△ 19,227 △ 18,915 △ 312

公 園 施 設 等 整 備 事 業 費

ゲ ー ト ボ ー ル 場 運 営 事 業 費

減 価 償 却 費

当 期 費 用 合 計

当 期 損 益

雑 収 入

雑 収 入

当 期 収 入 合 計

Ⅱ 費 用 の 部

事 業 費

緑 化 等 事 業 費

令和２年度　実施事業会計予算書
令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

科 目

Ⅰ 収 入 の 部

事 業 収 入

緑 化 等 事 業 収 入

ゲ ー ト ボ ー ル 場 運 営 事 業 収 入
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予　算　額 前年度予算額 増　減　額 備 考

千円 千円 千円

242,136 236,213 5,923

117,730 115,290 2,440

11,141 9,726 1,415

27,483 26,668 815

11,835 11,794 41

21,717 21,052 665

40,198 39,800 398

528 518 10

8,500 8,500 0

3,004 2,865 139

94,209 93,308 901

6,446 6,320 126

20,205 21,770 △ 1,565

47,380 46,000 1,380

4,817 4,588 229

15,361 14,630 731

3,688 4,479 △ 791

68 465 △ 397

1,152 1,478 △ 326

2,200 2,160 40

268 376 △ 108

28,232 26,748 1,484

6,440 6,240 200

20,592 20,508 84

1,200 0 1,200

368,265 360,748 7,517

345,096 337,346 7,750

124,744 122,575 2,169

54,240 53,504 736

79,653 77,386 2,267

19,852 19,342 510

37,546 36,258 1,288

19,606 19,292 314

528 518 10

6,436 6,406 30

2,491 2,065 426

0 0 0

22,792 22,708 84

22,792 22,708 84

367,888 360,054 7,834

377 694 △ 317

法 人 繰 入 金 収 入

指 定 管 理 事 業 へ の 繰 出 金

当 期 費 用 合 計

当 期 損 益

指 定 管 理 関 連 事 業 費 （ 紅 葉 館 ）

売 店 等 運 営 事 業 費

ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費

減 価 償 却 費

繰 出 金

運 動 広 場 等 指 定 管 理 事 業 費

駐 車 場 指 定 管 理 事 業 費

自 主 事 業 繰 入 金 収 入

駐 車 場 事 業 繰 入 金 収 入

当 期 収 入 合 計

Ⅱ 費 用 の 部

事 業 費

市 民 体 育 館 企 画 事 業 収 入

運 動 広 場 等 企 画 事 業 収 入

繰 入 金 収 入

中 央 公 園 指 定 管 理 事 業 費

総 合 体 育 館 指 定 管 理 事 業 費

市 民 体 育 館 指 定 管 理 事 業 費

市 民 体 育 館 指 定 管 理 事 業 収 入

運 動 広 場 等 指 定 管 理 事 業 収 入

利 用 料 金 収 入

総 合 体 育 館 利 用 料 金 収 入

市 民 体 育 館 利 用 料 金 収 入

運 動 広 場 等 利 用 料 金 収 入

指定管理関連事業（紅葉館)収入

令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

科 目

Ⅰ 収 入 の 部

駐 車 場 運 営 事 業 収 入

売 店 等 運 営 事 業 収 入

事 業 収 入

都 市 公 園 等 指 定 管 理 事 業 収 入

中 央 公 園 指 定 管 理 事 業 収 入

総 合 体 育 館 指 定 管 理 事 業 収 入

令和２年度　その他事業会計予算書

ス ポ ー ツ 振 興 事 業 収 入

都 市 公 園 等 指 定 管 理 事 業 費

企 画 事 業 収 入

都 市 公 園 等 企 画 事 業 収 入

都市公園等有料施設利用料金収入

中 央 公 園 有 料 施 設 利 用 料 金 収 入

総 合 体 育 館 企 画 事 業 収 入
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予　算　額 前年度予算額 増　減　額 備 考

千円 千円 千円

2 2 0

2 2 0

337 337 0

337 337 0

339 339 0

14,916 15,698 △ 782

10,193 10,916 △ 723

4,723 4,782 △ 59

2,200 0 2,200

2,200 0 2,200

17,116 15,698 1,418

△ 16,777 △ 15,359 △ 1,418

繰 り 出 し 金

指 定 管 理 事 業 へ の 繰 り 出 し 金

給 与 費

諸 経 費

当 期 費 用 合 計

Ⅱ 費 用 の 部

管 理 費

科 目

Ⅰ 収 入 の 部

財 産 運 用 収 入

当 期 損 益

基 本 財 産 利 息 収 入

雑 収 入

雑 収 入

当 期 収 入 合 計

令和２年度　法人会計予算書
令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで
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議案第50号 

専決処分の承認を求めるについて 

 地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したか

ら、同条第３項の規定により本議会に報告し承認を求める。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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専決処分第８号 

令和２年度岸和田市一般会計補正予算（第４号） 

令和２年度岸和田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ318,836千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ96,241,034千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和２年５月20日処分 

岸和田市長 永 野  耕 平 
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第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳　　入

37,140,844 631,638 37,772,482

02 国庫補助金 21,261,069 631,638 21,892,707

1,571,637 △312,802 1,258,835

01 基金繰入金 1,427,725 △312,802 1,114,923

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15 国庫支出金

19 繰入金

歳　 　入　 　合　 　計 95,922,198 318,836 96,241,034
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 歳　　出

6,823,239 318,836 7,142,075

03 清掃費 3,439,329 72,966 3,512,295

05 上水道費 116,356 245,870 362,226

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

04 衛生費

歳　 　出　 　合　 　計 95,922,198 318,836 96,241,034
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各 会 計 事 項 別 明 細 書 
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一 般 会 計 
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 （歳　入）

15  国庫支出金  37,140,844  631,638  37,772,482

19  繰入金   1,571,637 △312,802   1,258,835

１　総　括

 （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　 　入　 　合　 　計  95,922,198  318,836  96,241,034
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 （歳　出）

04  衛生費 6,823,239 318,836 7,142,075

07  商工費 943,470 0 943,470

款 補正前の額 補　正　額 計

歳 出 合 計 95,922,198 318,836 96,241,034
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318,836 0 0 0 0

312,802 0 0 0 △312,802

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特 定 財 源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　府支出金　　 地　方　債 そ　の　他

631,638 0 0 0 △312,802
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２　歳　入

 （款）15  国庫支出金    （項）02  国庫補助金

15 国庫支出金 37,140,844 631,638 37,772,482

02 国庫補助金 21,261,069 631,638 21,892,707

01 総務費国庫補助金 184,231 631,638 815,869

款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

01 総務管理費補助金 631,638 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  631,638

 （企画課）

説 明
区　　分 金　　額

節
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 （款）19  繰入金    （項）01  基金繰入金

19 繰入金 1,571,637 △312,802 1,258,835

01 基金繰入金 1,427,725 △312,802 1,114,923

01 財政調整基金繰入金 972,271 △312,802 659,469

款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

01 財政調整基金繰入金 △312,802 財政調整基金繰入金 △312,802

 （財政課）

節
説 明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

（款）  04  衛生費    （項）  03  清掃費

国府支出金 地方債 その他
04 衛生費 6,823,239 318,836 7,142,075 318,836 0 0 0

03 清掃費 3,439,329 72,966 3,512,295 72,966 0 0 0

02 一般廃棄物処 3,010,177 72,966 3,083,143 72,966 0 0 0

   理費

05 上水道費 116,356 245,870 362,226 245,870 0 0 0

01 上水道施設費 116,356 245,870 362,226 245,870 0 0 0

　特定財源　
　一般財源　

款　項　目 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　
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（単位：千円）

11 役務費 4,717 116000 11 役務費 4,717

   廃棄物対策生活支援事 72,966      通信運搬費 4,717

12 委託料 68,249    業 12 委託料 68,249

   （廃棄物対策課）      事業実施運営委託料 68,249

27 繰出金 245,870 077700 27 繰出金 245,870

   上水道事業会計繰出事      245,870      繰出金 245,870

   業

   （上下水道局総務課）

説 明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分 内 訳

節
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（款）  07  商工費    （項）  01  商工費

国府支出金 地方債 その他
07 商工費 943,470 0 943,470 312,802 0 0 △312,802

01 商工費 943,470 0 943,470 312,802 0 0 △312,802

02 商工振興費 602,423 0 602,423 312,802 0 0 △312,802

款　項　目 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　

　特定財源　
　一般財源　
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（単位：千円）

内 訳

節 説 明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分
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議案第51号 

専決処分の承認を求めるについて 

 地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したか

ら、同条第３項の規定により本議会に報告し承認を求める。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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専決処分第９号 

令和２年度岸和田市上水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 令和２年度岸和田市上水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和２年度岸和田市上水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （合  計） 

収   入 

第１款 事業収益 4,193,828千円 △6,967千円 4,186,861千円 

第１項 営業収益 3,846,139千円 △252,837千円 3,593,302千円 

第２項 営業外収益 347,559千円 245,870千円  593,429千円 

支   出 

第１款 事業費用 4,050,695千円 3,000千円 4,053,695千円 

第１項 営業費用 3,810,828千円 3,000千円 3,813,828千円 

令和２年５月20日処分 

岸和田市長 永 野 耕 平  
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各 会 計 事 項 別 明 細 書 
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上 水 道 事 業 会 計 
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1

1

1

2

4

1

1

4

他会計補助金 54,156 245,870 300,026

営 業 外 収 益 347,559 245,870 593,429

事 業 収 益

給 水 収 益 3,655,178 △ 252,837 3,402,341

営 業 収 益 3,846,139 △ 252,837 3,593,302

4,193,828 △ 6,967 4,186,861

合   計 備考

千円 千円 千円

収 入

款 項 目 既決予定額 補正予定額

補正予定額 合   計 備考

令和２年度　上水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項 目 既決予定額

4,053,695

千円 千円 千円

3,810,828 3,000 3,813,828

事 業 費 用 4,050,695 3,000

業 務 費 324,069 3,000 327,069

営 業 費 用
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収益的収入

計 3,846,139 △ 252,837 3,593,302

補正予定額

3,402,3413,655,178 △ 252,837 1 給 水 収 益

1 3,846,139

目 既決予定額

1 給 水 収 益

項 営 業 収 益

款 1

補正予定額

事 業 収 益

科 目

4,193,828

既決予定額 合  計

4,186,861

△ 252,837 3,593,302

節  の  区  分

△ 6,967

合   計
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（単位：千円）

千円　×　４ヶ月　×　1.10△ 57,463

説 明

基本料金の減額

給 水 収 益 △ 252,837△ 252,837

節の金額
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計 347,559 245,870 593,429

他会計補助金14 他 会 計 補 助 金 54,156 245,870 300,026

項 2 営 業 外 収 益 347,559 245,870

目 既決予定額 補正予定額 合   計

科 目 既決予定額 補正予定額 合  計

款 1 事 業 収 益

節  の  区  分

593,429
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（単位：千円）

245,870 水道料金減額に伴う一般会計繰入金 245,870

説 明節の金額
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収益的支出

327,069 16 委 託 料

計 3,810,828 3,000 3,813,828

1 3,810,828

節  の  区  分

4 業 務 費 324,069 3,000

4,053,695事 業 費 用

目 既決予定額 補正予定額 合   計

3,813,828

款 1

項 3,000営 業 費 用

科 目 補正予定額 合  計

4,050,695

既決予定額

3,000
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（単位：千円）

3,000

節の金額 説 明

3,000料金システム改修費用

備 考
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議案第52号 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のとおり改正するものと

する。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日等）」を付し、附則に次の２項

を加える。 

（感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例） 

２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として

定める等の政令（令和２年政令第11号）第１条に規定するものをいう。）から市民等の生

命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるも

のに従事したときは、感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当を支給する。この

場合において、第５条の規定は適用しない。 

３ 前項に規定する手当の額は、同項に規定する作業を含む勤務１回につき4,000円を超

えない範囲内において、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関す

る条例附則第２項及び第３項の規定は、令和２年２月１日から適用する。 
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議案第53号 

職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

職員の退職手当に関する条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の退職手当に関する条例（昭和32年条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「除く。」の次に「次項において同じ。」を加え、同条に次の１項を加え

る。 

３ 前項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務し

た月が引き続いて６月を超えるに至った場合には、その者を同項の職員とみなして、こ

の条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第３条から第５条までの

規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に

相当する金額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第54号 

岸和田市市税条例の一部改正について 

岸和田市市税条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市市税条例の一部を改正する条例 

（岸和田市市税条例の一部改正） 

第１条 岸和田市市税条例（平成12年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第13条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第18条中「第12項」を「第11項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額、ひとり

親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第25条第１項ただし書中「第314条の２第５項」を「第314条の２第４項」に改める。 

第97条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、

当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 

第97条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉巻た

ばこを除く。）」を加える。 

附則第３条第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。

次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以

下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」

を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中

「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した

割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合

適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第12条中「法附則第15条から第15条の３の２まで」の次に「、第61条又は第62条」

を、「又は附則第15条から第15条の３の２まで」の次に「、第61条若しくは第62条」を加

える。 

附則第13条第21項を同条第23項とし、同項の前に次の１項を加える。 

22 法附則第15条第47項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 

 附則第13条第20項を同条第21項とし、同条第15項から第19項までを１項ずつ繰り下げ、

同条第14項の次に次の１項を加える。 

15 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市の条例で

定める割合は、４分の３とする。 

 附則第13条に次の１項を加える。 

24 法附則第62条に規定する市の条例で定める割合は、零とする。 
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附則第37条中「又は第15条の３」を「、第15条の３又は第61条」に改め、「第15条の

３まで」の次に「若しくは第61条」を加える。 

附則第38条の２中「令和２年９月30日」を「令和３年３月31日」に改める。 

附則第41条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加える。 

附則第42条第３項中「第35条の２」を「第35条の３」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第49条 第５条の３第７項の規定は、法附則第59条第３項において準用する法第15条の

２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 岸和田市市税条例の一部を次のように改正する。 

第10条中「第321条の８第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の８第34項及び第

35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中「によって」を「に

より」に改め、同条第５号中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同条第

６号中「第321条の８第22項及び第23項」を「第321条の８第34項及び第35項」に改める。 

第11条中「及び第４項」を削る。 

第12条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第16条第２項の表第１

号において「収益事業」という。）」を加え、「第16条第２項の表の第１号」を「同号」に、

「第42条第10項から第12項まで」を「第42条第９項から第16項まで」に改める。 

第16条第２項の表第１号オ中「第292条第１項第４号の５」を「第292条第１項第４号

の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若

しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは

同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第42条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35

項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第４項、

第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第

３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第５項及び第11項又は第68

条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」に、「第321条の８第24項」

を「第321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９の３第４項及び第10項又は

第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条の９の３第３項及び第９項」に、「第321

条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同条第４項中「第321条の８第26項」

を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第321条の８第22項」を「第321条の８

第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第４項又は第19項」を「又は第31

項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第19項」
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を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第321条の８第23項」を「第

321条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の８第22項」を「第321条の８第34項」

に、「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第２号中「第321条の８第23

項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第９項を削り、同条第10項中「第321条の８

第42項」を「第321条の８第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を

「第11項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項

中「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を

「第９項」に、「第75条の４第２項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第12項

とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第10項」

を「第９項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を「第12項

前段」に、「第321条の８第51項」を「第321条の８第61項」に、「第10項」を「第９項」

に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第

15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項

において準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若しくは第６項」に、「第10項」

を「第９項」に改め、同項を同条第16項とする。 

第43条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条

第35項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４項

又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提

出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係があ

る連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この

項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号におい

て同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改める。 

第45条第４項から第６項までを削る。 

第97条第２項ただし書中「0.7グラム」を「１グラム」に、「0.7本」を「１本」に改め

る。 

附則第３条第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第12条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に、「第61条若しくは第62

条」を「第63条若しくは第64条」に改める。 

附則第13条第24項中「附則第62条」を「附則第64条」に改める。 

附則第37条中「第61条」を「第63条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 
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第50条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための

国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第25号。次条において「新型コ

ロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市長

が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事

の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を

同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした

日の属する年中に法附則第60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法

第314条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第21条の２の

規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第51条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第９条の３の２第１項の規

定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中岸和田市市税条例第97条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第

４項の改正規定並びに附則第７条の規定 令和２年10月１日 

(2) 第１条中岸和田市市税条例第13条第１項第２号、第18条及び第25条第１項ただし書

の改正規定、同条例附則第３条及び第４条第１項の改正規定並びに第２条中同条例附

則第12条、第13条第24項、第37条、第50条及び第51条の改正規定並びに次条並びに附

則第３条第１項及び第２項の規定 令和３年１月１日 

(3) 第２条中岸和田市市税条例第97条第２項ただし書の改正規定及び附則第８条の規

定 令和３年10月１日 

(4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月１日

(5) 第１条中岸和田市市税条例附則第41条第１項及び第42条第３項の改正規定 土地

基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第12号）附則第１項第１号に掲げる規

定の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の岸和田市市税条例（以下「新条例」という。）附則第

３条の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金につい

て適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 
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（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第13条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第18条及び第25条第１項の規

定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第25条第１項の規定の

適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、

ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規

定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。）第292条第１

項第11号に規定する寡婦（旧法第314条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は

旧法第292条第１項第12号に規定する寡夫である第12条第１項第１号に掲げる者に係る

ものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の岸和田市市税条例の規定中法人の

市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行

日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法

律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改

正前の法人税法（昭和40年法律第34号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）

第２条第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結

親法人事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をい

う。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民

税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前

に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業

年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項に

おいて同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事業年

度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第７条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉
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巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第８条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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議案第55号 

岸和田市ふるさと寄附条例の一部改正について 

岸和田市ふるさと寄附条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市ふるさと寄附条例の一部を改正する条例 

岸和田市ふるさと寄附条例（平成20年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法

律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）その他

の感染症に係る対策に関する事業 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の岸和田市ふるさと寄附条例第２条の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後において寄附の申出を受けたふるさと寄附金

について適用し、施行日前に寄附の申出を受けたふるさと寄附金については、なお従

前の例による。 
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議案第56号 

岸和田市国民健康保険条例及び岸和田市後期高齢者医療に

関する条例の一部改正について 

岸和田市国民健康保険条例及び岸和田市後期高齢者医療に関する条例

の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市国民健康保険条例及び岸和田市後期高齢者医療に関する条例の一部 

を改正する条例 

 （岸和田市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 岸和田市国民健康保険条例（平成20年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第14条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第

３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険

者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以

下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当

該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった

日から起算して３日を経過した日（以下「傷病手当金の支給を始める日」という。）か

ら、その後における労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定し

ていた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直

近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（その額に、

５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるとき

は、これを10円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、

50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるとき

は、これを１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第40条第１項

に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の１に相当する金額

の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給を始める日から起算して１年６月を超

えないものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との

調整） 

第15条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染

症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、そ

の受けることができる給与等の額が、前条第２項の規定により算定される額より少な

いときは、その差額を支給する。 
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 （岸和田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 岸和田市後期高齢者医療に関する条例（平成20年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第８号を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岸和田市国民健康保険条例

（以下「新条例」という。）附則第14条及び第15条の規定は、新条例附則第14条第１項に規

定する傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属

する場合に適用する。 
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議案第57号 

岸和田市介護保険条例の一部改正について 

岸和田市介護保険条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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議案第59号 
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議案第60号 
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議案第61号 

令和２年度岸和田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度岸和田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる 。

 （歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金

額は、「第１表歳入予算補正」による。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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議案第62号 
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議案第63号 
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大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約 

大阪広域水道企業団規約（平成22年11月２日大阪府知事許可）の一部を次のように変更

する。 

別表第２中「泉南市」を「藤井寺市、泉南市」に改め、「四條畷市」の次に「、大阪狭

山市」を、「忠岡町」の次に「、熊取町」を、「太子町」の次に「、河南町」を加える。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第64号 
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議案第65号 

町の区域の変更について 

 地方自治法第260条第１項の規定により、次のとおり本市の町の区域

を変更するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 

記 

１ 上松町、下松町、土生滝町、土生町、畑町、作才町、門前町二丁

目及び真上町の区域を別図１の斜線①、②及び③で示す区域を除い

た区域に変更する。 

２ 別図２に示すとおり、１において除いた区域のうち斜線①で示す

区域を門前町一丁目の区域に、斜線②で示す区域を門前町二丁目の

区域に、斜線③で示す区域を門前町三丁目の区域に編入する。 

３ 実施期日は、令和２年９月14日とする。 
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議案第66号 

町の区域の変更及び町の新設について 

 地方自治法第260条第１項の規定により、次のとおり本市の町の区域

を変更し、町を新設するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 

記 

１ 畑町、土生町、極楽寺町及び八田町の区域を別図１の斜線①及び

②で示す区域を除いた区域に変更する。

２ 別図２に示すとおり、１において除いた区域のうち斜線①で示す

区域をもって、畑町二丁目を新設し、斜線②で示す区域を土生町六

丁目の区域に編入する。

３ 実施期日は、令和２年９月14日とする。 

― 133 ―





― 135 ―



― 136 ―



議案第67号 

町の区域の変更について 

 地方自治法第260条第１項の規定により、次のとおり本市の町の区域

を変更するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 

記 

１ 土生町、畑町及び極楽寺町の区域を別図１の斜線で示す区域を除

いた区域に変更する。 

２ 別図２に示すとおり、１において除いた区域を土生町六丁目の区

域に編入する。 

３ 実施期日は、令和２年11月30日とする。 
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議案第68号 

町の区域の変更及び町の新設について 

 地方自治法第260条第１項の規定により、次のとおり本市の町の区域

を変更し、町を新設するものとする。 

令和２年６月15日提出 

岸和田市長 永 野 耕 平 

記 

１ 下松町の区域を別図１の斜線①、②及び③で示す区域を除いた区

域に変更する。 

額原町の区域を別図１の斜線②で示す区域を除き、斜線③で示す

区域を加えた区域に変更する。 

上松町の区域を別図１の斜線②で示す区域を除いた区域に変更

する。 

別図２に示すとおり、１において除いた区域のうち斜線①で示す

区域を下松町四丁目の区域に編入し、斜線②で示す区域をもって、

下松町五丁目を新設する。 

２ 

３ 

４ 

５ 実施期日は、令和２年11月30日とする。  
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1

2

3

1

1

1

3

1

給 与 費 6,656,739 54,360 6,711,099

医 業 費 用 14,305,291 54,360 14,359,651

府 補 助 金 18,070 22,815 40,885

医 業 外 収 益 1,163,281 22,815 1,186,096

病院事業収益 14,926,575 22,815 14,949,390

合   計 備考

千円 千円 千円

収 入

款 項 目 既決予定額 補正予定額

補正予定額 合   計 備考

令和２年度　病院事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項 目 既決予定額

15,013,237

千円 千円 千円

10,000 4,530 14,530

病院事業費用 14,954,347 58,890

過年度損益修正損 10,000 4,530 14,530

特 別 損 失
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収益的収入

計 1,163,281 22,815 1,186,096

補正予定額

40,88518,070 22,815 1 府 補 助 金

2 1,163,281

目 既決予定額

3 府 補 助 金

項 医 業 外 収 益

款 1

補正予定額

病 院 事 業 収 益

科 目

14,926,575

既決予定額 合  計

14,949,390

22,815 1,186,096

節  の  区  分

22,815

合   計
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（単位：千円）

府 補 助 金 22,81522,815

備 考説 明節の金額
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収益的支出

手 当 等

計 14,305,291 54,360 14,359,651

1 給 与 費 6,656,739 54,360 6,711,099 2

項 1 14,305,291

節  の  区  分

58,890 15,013,237病 院 事 業 費 用

目 既決予定額 補正予定額 合   計

14,359,651

款 1

54,360医 業 費 用

科 目 補正予定額 合  計

14,954,347

既決予定額
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（単位：千円）

54,360

節の金額 説 明

54,360特 殊 勤 務 手 当

備 考
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計 10,000 4,530 14,530

過年度損益修正損11

節  の  区  分

過年度損益修正損 10,000 4,530 14,530

目 既決予定額 補正予定額 合   計

1 病 院 事 業 費 用

項 3 特 別 損 失 10,000 4,530 14,530

科 目 既決予定額 補正予定額 合  計

款
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（単位：千円）

備 考

4,530 4,530

説 明

過年度分特殊勤務手当

節の金額
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